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要旨
本稿の目的は、20世紀初頭にイフ・フレーの独立宣言後に成立した外モンゴルのボグド・ハーン政権と、
内モンゴルの王公が協力して内外モンゴルの統一と独立を果たそうとする試みがいかになされ、いかに
挫折していったのか解明することを目指す。その際、当時モンゴル王公たちの中でもっとも有力であっ
たアマルリングイ王の行動に着目し、彼の行動の軌跡を多言語の史料をつきあわせながら分析する。
従来の研究では、辛亥革命後のアマルリングイ王は、袁世凱政権に対して従属していたと見られてきた。
しかし、本稿ではそれは表面的な行動であることを指摘し、1912年 3月から 5月までの間、アマルリン
グイ王は袁世凱政権に服従しているように見せかけながら、ロシアや日本から軍資金の入手や武器の購
入を進め、軍事訓練を行うと同時にボグド・ハーン政権に旗内の閑散王公ナサンアルビジフを派遣して、
帰服の意思を表していたことを明らかにした。また、セトバルジルというラマ僧をボグド・ハーン政権
に送ったが、その建議書の中では内外モンゴルの統一行動を呼びかけ、いかなる外国からも独立する必
要を説いた。しかし、セトバルジルは結局拘束され、追放された。このことは、20世紀初頭に起きたモ
ンゴル独立運動の中にモンゴル全体の独立を目指す動向が存在しながらも、その計画が挫折したことを
表している。

キーワード：辛亥革命、王公、阿穆尔灵圭、モンゴル、日本、ロシア
Keywords：Xinhai Revolution, Royalty, Amurlingγui, Mongolia, Japan, Russia

目次
1.  はじめに
2.  清朝末期の内モンゴルとアマルリングイ王 

2.1. 清朝末期の内モンゴル 

2.2. アマルリングイ王と「モンゴル王公聯合会」の動向
3.  アマルリングイ王の模索 

3.1. アマルリングイ王と袁世凱政権 

3.2. ボグド・ハーン政権への帰服 

＊京都大学大学院教育学研究科博士課程

辛亥革命前後のモンゴル独立運動と内モンゴル王公
―アマルリングイ（博王）の動向に着目して

布日額*（ボルジギン　ブレン）

The Mongolian independence movement and the Inner Mongolia s̀ royalty at the 
Xinhai Revolution before and after : Focus on the Royalty Amurlingγui

BORJIGIN Buren



30 布日額：辛亥革命前後のモンゴル独立運動と内モンゴル王公

3.3. 軍事訓練の実行 

3.4. 「セトバルジル建議書」の射程―内外モンゴル統一行動を目指して
4.  軍事訓練の中止
5.  おわりに

1.　はじめに

1911年 12月 1日、外モンゴルの中心地であるイフ・フレーにモンゴルの独立宣言がなされ、
12月 29日にボクド・ハーン政権が成立した。

このような独立運動は、清朝南部における辛亥革命を契機として行われたものであり、その運

動の計画は早くからなされてきた。そこで注目に値するのは、内モンゴルのゾスト盟のハイサン

とアルマスオチルの一連の活動である。1907年、ハイサンとアルマスオチルは外モンゴルまで

行き外モンゴルの王公たちと独立について話し合ったが、意見は一致しなかった。そのため、二

人は内モンゴルへ戻り、内モンゴルの状況を調査していた。その後、アルマスオチルは 1909年
5月から『モンゴリン・ソニン・ビチグ』（注 1）の編集者となり、モンゴルの危機的な情況を伝

えていた。この新聞は、毎月 2回発行され、各号 1000部あまりを内外モンゴルや北京に配付し

ていた。これは、ロシアの統制下にありながらも当時の独立運動のためのメディアとしての機能

も果たしていた［ブレン 2012 : 45-46］。

ボグド・ハーン政権の樹立後、その一番の課題となったのは、いかに清朝領土内の内モンゴル

を含めて全モンゴルの統一を成し遂げるかという問題であった。しかし、内モンゴルの置かれた

状況は複雑極まりなかった。辛亥革命によって清朝が崩壊したことにより、内モンゴルは、ロシ

アと日本、そして袁世凱政権のそれぞれが自らの支配下、あるいは影響下におこうと画策する地

域となっていた。

イフ・フレーの独立宣言はロシアの援助のもとになされており、モンゴル人を利用して中国東

北部への影響力を伸張させようとするロシアと、ロシアの力を借りてモンゴル独立の拠点を築こ

うとするモンゴル人とのあいだで、一定の協力関係が成立していた。

日本は、日露戦争によって東清鉄道の長春以南の部分を獲得、南満洲鉄道株式会社を設置し、

さらに東北部に影響力を拡大しようとしていた。辛亥革命がおきると日本政府は袁世凱政権を承

認するが、軍部の中には「満蒙」を独立させて日本の影響下に置こうとする動きもあった。辛亥

革命の理念が漢族中心主義的なものであったので、こうした方向に共鳴する基盤もモンゴル王公

の中に存在した。

袁世凱政権は内モンゴルの独立を認めないばかりでなく、1911年 12月に外モンゴルに成立し

たボグド・ハーン政権に対しても宗主権を主張していた。

ロシア帝国、大日本帝国、中華民国がそれぞれの国家の思惑にしたがってモンゴルへの影響力

を伸ばそうとする状況の中で、モンゴル王公たちはどのように行動したのか。そこに外モンゴル
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と内モンゴルを越えた統一国家への志向を見出すことができるのか。

本稿では、こうした問題について、内モンゴルの王公のひとりアマルリングイ王（以下、ア王

と略記）に焦点をあてて考察する。彼は清朝の有名な将軍センゲリンチンの曾孫であり、モンゴ

ル王公の中でもっとも有力なひとりであった。辛亥革命後の彼の活動は、清朝政府はもちろん、

日本とロシア、そして後の袁世凱政権、ボクド・ハーン政権というように多元にわたっている。

彼の一連の行動を明らかにすることは、20世紀初頭におけるモンゴルの独立運動とそれにかか

わる東北アジアの状況を明らかにする上で重要な位置を占めている。

ア王についての先行研究としては、まず汪炳明［1984, 1985a, 1985b］の研究がある。この研究

では、清朝末期のア王の「辦理蒙旗事宜」と「蒙古実業公司」について論述されている。このほ

か、烏力吉套格套［2002］の研究がある。烏の研究では、中国語の史料と日本の外務省記録を用

いながら、1912年初期にア王が軍事訓練を展開したことについて言及しているが、ア王とボグ

ド・ハーン政権との関係については論じていない。

次に、袁世凱の対モンゴル政策を論じた貴志俊彦［1989］と白拉都格其［2002］があり、いず

れも漢文史料を用いて袁世凱政権の対モンゴル政策について論じている。袁世凱政権の民族政策

を知る上で貴重な研究であるものの、ア王を含めてモンゴル王公たちはあくまで受動的な存在と

して記述されるにとどまっている。

ボグド・ハーン政権にかかわる研究としては、橘誠［2011］がある。橘は「モンゴル王公聯合

会」に注目しながら、ア王を含む北京駐在のモンゴル王公たちの行動について、以下のように興

味深い論点を提示している。「モンゴル王公は、『モンゴル』という枠組みで行動していたのでは

なく、『王公』という枠組みで行動していたのであり、彼らにとっては、『モンゴル』が『中国』

に包含されることも、一定の条件の下で選択肢として残っていたのである。ただし、この場合の

『モンゴル王公』とは、主に内モンゴルの、中でも北京に駐在していた王公であることを留意す

る必要がある。（中略）北京駐在の内モンゴル王公は、清朝退位までは君主制の擁護にあり、皇

帝退位後になってはじめて外モンゴルの独立に目を向け始めたのである」としている［橘 2012 : 

67-69］。

本稿では、基本的にこの橘の見解を踏襲している。ただし、立憲君主制の実現や、民国への帰

属という選択肢ばかりでなく、1912年 1月から 5月頃までの流動的な時期において外モンゴル

のボクド・ハーン政権への内モンゴルの帰属という方向性も重要な選択肢として浮上していたこ

とを、ア王の動向に即して明らかにしたい。内外モンゴルを統一した独立国家を実現する可能性

は当時においてきわめて乏しかったうえに、ア王の場合にも早々に断念することにもなった。し

かし、そのような望みが抱かれていたということは、その後のモンゴルの歴史を考えるうえでも

重要な事実と判断するからである。

モンゴルにおける研究では、北京駐在の王公にかかわる研究はあまり進んでいない。ア王が外

モンゴルに派遣したラマ僧セトバルジルの建議書は、本論で述べるとおり、内外モンゴルの統

一・独立の必要について述べた重要な文書といえる。それにもかかわらず、当時、ボグド・ハー
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ンのモンゴル語の教師を勤めていたマクサルジャブは「残虐な中国側のセトバルジル一人が多く

の批判を挙げたことは、すなわち民族を乱す悪意ある見解、狡猾な考えを抱いた敵と見なすべき

人物」と評価している［Магсаржав, Н1994 : 28］。

このように、先行研究ではア王が最終的に袁世凱に帰順したという結末のみをもって、その歴

史的評価を下してきた。そのために、外モンゴルと内モンゴルを越えた統一国家への志向を見落

としてきたと言えないだろうか。そこで本稿では、モンゴル語、中国語、日本語で書かれた文書

史料や新聞史料を読み返しながら、ア王の行動と、その意思を明らかにすることを目的とする。

2.　清朝末期の内モンゴルとアマルリングイ王

2.1.　清朝末期の内モンゴル
まず、当時の内モンゴルをとりまく状況を説明するために、モンゴルと清朝の関係について記

述する必要がある。清朝は、満洲族による征服拡大に従って形成された「満洲」、「外藩」、「漢地」

という三つの統治システムを含む帝国であった［岡 2009 : 139］。この結果、漢地においては明の

行政統治方法が継続され、モンゴルでは、盟旗制度と呼ばれる行政機構が創設されて、服属以前

からのモンゴルの王公による統治が維持された。理念としては、漢地では伝統的な儒教理念によ

る統治が行われ、モンゴルではチベット仏教を理念とする王公による統治がなされた［岡 2009 : 

136］。しかし、こうした関係は、19世紀末における清朝政府の弱体化によって崩壊し始め、そ

れまで「外藩」として存在していたモンゴル地域は危機にさらされることとなった。たとえば
1891年には、漢民族の秘密結社によるモンゴル人への大量虐殺事件「金丹道事件」が発生するが、

清王朝の対応はきわめて消極的であったことは知られている。ちなみに、後述のセトバルジル

は、この「金丹道事件」によって、その家族と兄弟は皆殺しにされた［葉 1987 : 192］。このよう

な傾向は、20世紀にますます加速し、1901年になって行われた ｢移民実辺｣ 政策をはじめとす

る新政策は、それまで実施されてきた清朝の対モンゴル政策の抜本的な改革を意味していた。

清朝とモンゴルとの関係性が変化しつつある一方で、日本・ロシアの間で満洲とモンゴルにお

ける勢力争いが本格化していた。両国はそれぞれの勢力を争うために、モンゴル王公たちへの懐

柔政策を実施していた。

日本政府は、1903年に大阪で開催された第 5回内国勧業博覧会視察を名目に、粛親王善耆の

二人の息子とグンサンノルブ王らを招待していた。グンサンノルブ王は、帰国後に、日本の学校

を真似て、崇正学堂と毓正女学堂を創った［中見 2013 : 67-68］。

一方ロシアは前述したように、東清鉄道管理部の遠東報社から 1909年の 5月からモンゴル語

の新聞『モンゴリン・ソニン・ビチグ』を発行し、ハイサンとアラマスオチルは、モンゴル王公

向けに、当時の状況を紹介していた［ブレン 2012 : 45］。

ア王は、1886年にジリム盟の博王旗（ホルチン左翼後旗）に生まれ、1891年にザサク（旗長）

に任命された。彼の曾祖父は清朝の有名な将軍センゲリンチン（僧格林沁）であり、早くから北
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京朝廷の高官になった。また、彼は、鑲白旗漢軍都統であり、また宮中では御前大臣の職に就い

ていた［烏 2002 : 64］。

同時に、ア王は、モンゴルの「近代化」を目指す主導者でもあった。日露戦争の直後、1906

年に旗内に新式の軍隊や学校を作り、教師として日本から松本菊野と小川庄蔵（注 2）を招いて

いた。彼の近代化にむけての改革的行動は、旗内に止まらず、内モンゴル全体にも及んだ。1910

年 3月には、有力なモンゴル王公と連合して「蒙古実業公司」の設立計画を清朝政府に上奏した。

これは、モンゴル人居住地域をその経済活動の中心にしようとしたもので、清朝政府に承諾され、
1910年の 10月 12日に正式に成立した［汪 1985b : 84］。それまで北京在住のモンゴル王公たちを

横断的に繋ぐ組織は存在しなかったため、蒙古実業公司のような組織は、後述するモンゴル王公

聯合会のような組織への伏線としても、重要な意味を担っていたと言えよう。

2.2.　アマルリングイ王と「モンゴル王公聯合会」の動向
1911年 12月 1日、外モンゴルで独立宣言がなされた直後、清朝政府は東三省総督趙爾巽 

（注 3）の要請に基づいて、「辦理蒙旗事宜」のために 12月 10日にアマルリングイ王を内モンゴ

ルへ派遣することになった［汪 1985b : 79］。ア王が派遣されたのは、それだけ清朝政府から信頼

されていたことを示唆するであろう。12月 21日のア王と趙爾巽が共同で発信した清朝政府への

電報では、次のように記されている（以下、〔  〕内は引用者による注釈である。また、引用文中

の下線も引用者による）。

 阿穆爾靈圭〔アマルリングイ〕　奉命到東與〔趙〕爾巽會商蒙旗辦法。現在時局未定，衆心浮動，

又有庫倫〔現在のウランバートル〕獨立之事，自以聯絡内蒙各旗，宣布朝廷德意，為人手要策。

惟地方遼遠，擬即日先派科爾沁〔ホルチン〕　輔國公那遜阿拉畢吉呼〔ナサンアルビジフ〕　星夜

馳赴西二盟，躬賣文件，廣爲曉諭。其東四盟，擬由阿穆爾靈圭於哲里木〔ジリム〕　一盟擇定適

中之地，咨行木盟各王公，定期會集，面為誥誡。其餘三盟，即由各該王公分頭頒布文諭，一取

便捷。仍隨時斟酌情形，徐行派員前往。至各盟旗應如何布置整頓，俟熟籌辦法，再請施行。惟

既頒布文件，應請刋木質 防，文曰 `：「命辦理各盟旗事宜 防」以昭信用。並陳。阿穆爾靈圭，

趙爾巽同呈，東。軍機處電報檔（軍事処電報當案）（注 4）

この資料によると、ア王は「朝廷德意」を伝えるとして内モンゴルのうち東四盟（ジリム盟、

ゾスト盟、ジョオダ盟、シリンゴル盟）の調査を行っている。そして、後述するように、ナサン

アルビジフ（那遜阿拉畢吉呼）（注 5）は命令を受けて、内モンゴルの西二盟（ゾスト盟、オラ

ンチャブ盟）に派遣されていた。内モンゴルは大きく東四盟と西二盟の六盟に分かれており、そ

の中で各盟のもとに 5～11程度の旗があり、それぞれの旗にひとりのザサク（旗長）と複数の閑

散王公―血筋的には王公の一族であり、一定の領土と領民を有している人びと―が存在してい

た。この資料では、ナサンアルビジフはア王と行動を共にしていたことがわかる。
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この次にとったア王の行動は、1912年 1月 23日に、ジリム盟の王公を鄭家屯に集め、会議を

開くことであった（注 6）。その目的は、「革命軍ノ蜂起馬賊ノ跳梁等ニ対スル方法」を模索する

ことにあったという。「該諸王公中ニハ豫定ノ如ク到着セサルモノアリ、且ツ同地ニ於ケル会議

ハ格別ノ結果ヲ見ルコト能ハサルモノト思料セシモノモアリシカ如ク」とあるように、必ずしも

ジリム盟全体の会議をすることはできなかったものの、一部の王公は実際に参加していた。ア王

は、ウンドル王（ダルハン旗の閑散王公ナランゲレル）、トシヤト王と共に北京へ向かった 

（注 7）。この時の会談の内容について、当時ア王と同行していた金殿彩（博王旗官学堂監督）は、

小川庄蔵に対して以下のように伝えている。

 昨年 1912年 1月 23日〔旧暦宣統 3年 12月 5日である〕は、鄭家屯ニ開キシ哲里木盟各旗王

公会議ニ於テ、各旗共各一千名ノ壮丁ヲ訓練シ、領土保全ノ名目下ニ独立ノ企図ヲ実行スヘク

意見ヲ略ホ一致シタリ、共和政府ノ不成立ハ火ヲ睹ル如ク瞭然ニシテ天下ノ禍乱ハ早晩免レス

ト思考ス、外蒙古活佛ノ独立宣言ハ頗ル蒙古人間ニ賛同ヲ得タリ、而シテ活佛ハ内蒙古各王ニ

勧誘状ヲ送リ居ルカ故ニ、中央政府動揺ノ時機ニ至レハ内蒙古全部ハ活佛ノ隷下ニ従属スルニ

至ラン云々（注 8）

この金殿彩の話は、中国における「共和政府」の行方について悲観的な見通しを抱いていたこ

とを物語る。同時に、「共和政府」のもとで中国本土に「禍乱」が生じた場合には内モンゴルが

外モンゴルのボグド・ハーン政権に合流する好機であるとみなしていたことがわかる。もとより、

これは将来における見通し、それも周囲の状況が内モンゴルの状況に有利に働いた場合の見通し

のひとつであり、立憲君主制を目指すなど多様な選択肢が存在していた。だが、清朝皇帝の退位

がいまだ実現していない時点で「内蒙古全部」が「活佛ノ隷下」に置かれることへの願いを表明

する者がいたことは着目に値しよう。

前述のように、ア王は 1911年 12月 10日から内モンゴルに派遣されており、北京に戻るのは
1912年 1月 27日のことであった。この間に、北京では「モンゴル王公聯合会」が組織された。
1911年 12月 24日に、北京にモンゴル王公 80人あまりが集まり、モンゴル王公聯合会を組織し、

清朝の立憲制を支持するとともに、もし共和制へ移行する場合には外モンゴルに倣って独立する

ことを決議し、ラマ教によってモンゴル全体の意思統一を図ることが定められた（注 9）。これ

もあくまで、清朝の立憲制を維持するということを基本方針としたうえでの、いわば次善の選択

肢ではあるものの、モンゴル全体の統一に向けた行動を試みとして着目される。また、この宣言

では「ラマ黄教ノ下ニ全蒙古ノ連絡ヲ図ル」とされており、宗教的な紐帯を強調している部分も

うかがえる。

それでは、モンゴル王公聯合会の実態はどのような組織であったのか。当時モンゴル王公聯合

会にジリム盟の盟長を代表して参加したアマルチンゲルトの話（注 10）によれば、当時北京駐

在のモンゴル王公は 22～23人おり（注 11）、その中で実際に聯合会に参加するのは 17、18人で、
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会議は月に 2、3回定期的に行われたという。前述の聯合会設立当時に「80人ぐらい集まった」

と記したのはおそらく、毎年年班制度（注 12）によって、北京に集まってきた王公たちも含ま

れていると思われる。

当時の聯合会の様子については、北京で発行されていた新聞『大公報』（注 13）が詳細を報道

している。『大公報』の 1月 13日の記事では、聯合会は満洲貴族に対して、共和制になればモン

ゴル 12万人が入関し、「勤王」を実行すると伝えていた。そして、17日から 23日にかけて、隆

裕皇太后は満洲貴族、モンゴル有力王候を集め、御前会議を開いた。そこでは、慶親王奕劻より

皇帝が退位し共和制へと移行せざるをえなくなった事情が説明され、出席者の意見を聴取した［中

見 2013 : 153］。この会議では、一部の満洲貴族とモンゴル王公たちが共和制移行に猛烈に反対し、

会議を延長せざる得ない状況にあったという［貴志 1989 : 30］。先の鄭家屯における会議が開か

れたのは、ちょうどこの時期のことである。

このような動向は、南満洲鉄道の権益を手がかりに、中国東北部にさらなる影響力を確保しよ

うとしていた日本にとっても注視に値するものであり、外務省とともに、陸軍軍人が諜報活動を

行っていた。陸軍の村井少佐（注 14）は、この聯合会に関して、ジリム盟の盟長チメドサムペ

ルが語ったことを以下のように伝えている。

 東蒙哲里木盟ハ一二ノ王公ヲ除クノ外ハ貧弱ニシテ何レモ近年外部ヨリノ債款ニ苦ミ、唯達爾

罕〔ダルハン〕、賓図〔ビント〕、博王〔アマルリングイ〕　ノ三王ノミハ北京トノ関係密接ニシ

テ且ツ多少ノ資力アルヲ以テ、這般北京ニ於ケル蒙古王公聯合会ノ如キモ率先シテ尽力シ、且

ツ右三王ハ年少気鋭ニシテ動モスレハ蒙古独立乃至宣統皇帝ヲ以テ満蒙皇帝ト為サン等ノ揚言

ヲナシツツアリト聞リモ、其ノ他北郭爾羅斯〔ゴロロス、杜爾伯特〔ドレべト〕、扎賚特〔ジャ

ライト〕、蘇卾公〔ソロコウ〕、扎蘇図〔ジャサクト〕、図謝土〔トシエト〕王等ノ如キハ何レ

モ退盟的ニシテ始メヨリ聯合会二出席スルノ勇気ナク、我等ハ大勢ノ推移ヲ以テ一ニ天意ノ然

ヲシムル憂ナリトセリ、曾テハ大清一統ノ福運ヲ荷ヒタル愛親覚羅ノ後裔タル宣統皇帝サへ其

ノ末路殆ンド至惨ヲ極ム、況ンヤ眇タル我等辺藩ノ蒙古王公等ガ妄リニ軽挙暴動シテ独立シ夢

ムルカ如キハ余リニ見ヘ透キタル不可能事ナリト思ハル（注 15）

この史料によれば、北京との関係が「密接」で「多少ノ資力」があるダルハン王、ビント王、

ア王は積極的に聯合会に参加し、「蒙古独立」あるいは「宣統皇帝ヲ以テ満蒙皇帝ト為サン」と

主張していたことがわかる。他方、モンゴル王公の中には「軽挙妄動」を戒める人びとも存在し

たことがわかる。ジリム盟には 10の旗があったが、このうちダルハン王はホルチン左翼中旗、

ビント王はホルチン左翼前旗に属していた。ゴルロス王、ドレベト王、ジャライト王、トシエト

王は同じジリム盟のほかの四つの旗の王公である。ゴルロス前旗王は盟長自身であり、ゴルロス

王は後旗のツォグを指すものと考えられる。このように、ジリム盟の有力王公が結集した聯合会

であったが、その内実は必ずしも一枚岩ではなかった。
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上記の御前会議において、モンゴル王公聯合会は共和制への移行を反対し強烈に君主制を主張

したが、現実の情勢は共和制を主張する側に有利な方向へ向かっていた。このような状況の中

で、王公たちはどのような対応を考えていただろうか。『大公報』に以下のような記事がある。

 秘密情報によれば、北京にいる王公たちは、初四日〔西暦 1912年 2月 22日〕の晩に秘密会議

を行った。そこに、那彦図〔ナヤント〕親王、阿穆爾靈圭〔アマルリングイ〕親王、ハラチン

郡王貢桑諾爾布〔グンサンノルブ〕、博迪蘇〔ボデス〕貝勒、熙淩阿〔シリンア〕郡王、帕勒

塔〔パルタ〕らの王が参加した。会議には、国体の解体が取り返しのない状況になったため、

本日よりそれぞれ日にちを選んで、藩部に戻り、「勤王」政策、あるいは他の道を探ることを

決めた［『大公報』1912/1/24］。

この記事によれば、御前会議での君主制維持の失敗を予期した王公たちは、それぞれ「藩部」

へ戻って対策を考えることを決めたということである。実際の情勢として、君主制を主張する満

洲皇族の状況も不利になりつつあった。1月 26日、宗社党のリーダーである愛新覚羅良弼は革

命派の刺客が仕掛けた爆弾によって重傷を負い、2日後に死亡した。身の危険を感じた宗社党の

党員たちは、他省への逃亡を余儀なくされた。そして、宣統帝が退位して清朝が滅びたのは 2月
12日のことである。

このような状況の中で、モンゴル王公聯合会は、全体としては、共和制への支持を余儀なくさ

れていた。そこで残された課題として、どのような条件で共和制を支持し、いつどのように「藩

部」に戻りいかなる対策を考えるかという問題に、王公たちは直面することになる。聯合会は、

急激な清朝の衰退のなか、大きな軌道修正を迫られていたのである。

3.　アマルリングイ王の模索

3.1.　アマルリングイ王と袁世凱政権
1912年 2月 12日、宣統帝は退位を表明した。南京臨時政府は、皇太后が提示した「大清皇帝

退位後の優待条件」、「清皇室優待条件」「満蒙回蔵各族優待条件」の三つを承認した。このよう

な状況のなかで、1912年 2月 21日、アマルリングイ王は内モンゴルの各盟旗を代表して、臨時

政府宛てに共和制樹立に対する祝電を届けている［『申報』1912/2/21］。また、モンゴル王公聯合

会は、臨時大総統としての袁世凱に対して恭順の意を示した［『大公報』1912/2/24］。モンゴル王

公聯合会にとって、南方の共和派を支持するより北方にあって君主制を主張する袁世凱を支持す

ることが、まだしも自らの意思に近い選択肢であったと考えられる。2月 25日付の『大公報』

の記事は、10人あまりのモンゴル王公が袁世凱と会見したことを報じている。この会合では、

袁世凱が「いかにして外蒙庫倫の獨立を取り消し、全蒙の大局を保全すべきか」ということを問

うたのに対して、王公たちは、首都を北京から移動しないことと、外モンゴルの独立取消を武力
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で行使しないことを要請したという。外モンゴルの独立を取り消すという方針に正面切っては反

対しなかったものの、武力行使をしないことへの要請は袁世凱と内モンゴル王公の見解のあいだ

に緊張関係が存在したことを物語る。この時の会見で王公たちは、ア王を「袁總統の蒙古代表」

として推薦した［『大公報』1912/2/25］。ア王は、この時期から公的にモンゴル王公聯合会の代表

として行動した。
3月になると、袁世凱の大総統就任が決定的になる。南方の革命派の一つの条件は、首都を南

京にすることであった。袁世凱は、3月 6日に、「曹昆の兵乱」を秘密に計画し、首都を南京に

移すことのできない状況を作り出し、革命派の主張を裏切った。この「曹昆の兵乱」に際して、

モンゴル王公たちは、次々と内モンゴルへ戻り、グンサンノルブ王は、ボクド・ハーン政権に使

者を送り、帰服の意を表した（注 16）。3月 10日、袁世凱は正式に中華民国大総統になり、聯合

会へ「今回ノ動乱ハ我失政ノ致ス所ナリ、慚愧ニ堪ヘズ、各宗ニ就テハ充分保護スベキヲ以テ安

心シテ北京ニ止マリ帰国スル勿レ」（注 17）とし、1万両の拠出で慰問の意を表した。しかし、

このような懐柔措置もモンゴル王公と袁世凱との距離を逆に物語るものといえる。後述するよう

にア王も内モンゴルへ戻ることを前提に、新たな対応を模索していくこととなる。
3月 25日の『大公報』の記事によれば、袁世凱は北京駐在の王公を集めて会議をおこなった。

この時、ア王をモンゴルへ派遣しようとする袁世凱に対して、ア王は、活佛たるボグド・ハーン

ともとより連絡はないため、外モンゴルまで行っても問題は解決しないと語ったとされる。また、

使者を内モンゴルへ派遣すれば「内モンゴルの各旗では、アマルリングイ王が勢力を及ぼすこと

ができ、完全に責任を担うことができるため、断じて意外の挙動を起こさせない」と伝えている

［『大公報』1912/3/25］。この記事からみると、ア王は、外モンゴルまで行く意思はないものの、

内モンゴルに戻ることには意欲的であった。それでは、内モンゴルへ戻ろうとするア王の理由は

なんであったのか。この手がかりとして、『モンゴリン・ソニン・ビチク』新聞の記事があげら

れる。同紙 56号［1912/5/17］の記事では、ア王の 3月の状況について以下のように伝えている。

 南ゴルロス旗の旗府は、2月 2日〔西暦 3月 20日〕、アマルリングイ王から文書を受け取った。

その中で〔ア王が〕言ったことは「王の私は我がモンゴル・アイマグ〔族〕を富強にするため、

昌図府に、多くの旗の王公たちを集め、モンゴル・オロス〔国〕のことを皆で協議する会議を

開いている。長なる公である貴方〔盟長〕にこの文書を伝え、多くの旗に送り、皆を速かにこ

の会議に各自の大臣を派遣して、モンゴルの重要なことを協議することを期待している。

この資料によれば、3月 20日頃に、ア王は、昌図府でモンゴル王公会議を開き、時勢に対し

て内モンゴル王公の取るべき姿勢を協議しようとしたことがわかる。このことに関して、日本陸

軍の高山公通大佐より参謀本部へ以下の電報を送っている。

 九日〔西暦 1912年 3月 9日〕蒙古多爾罕王〔ダルハン〕　ハ露兵護衛セラレ来奉シ総督及ヒ張
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作霖等ト会見シ明日當地出発帰蒙スル由賓圖王〔ビント〕　及ビ阿親王〔アマルリングイ〕ハ三

喇摩ト共ニ明日露兵護衛ノ下北京ヨリ當地ニ来ル筈。今ヤ多爾罕、博王〔アマルリングイ〕、

賓圖ノ各王等ハ軍資金及ビ武器ノ供給ヲ露国ヨリ受ケタル約束調ヒタルモノノ如ク又多爾罕王

ニ随行シ来レル喇摩数名ハ蒙古各王公及ビ喇摩ヲ説キ露国ニ信頼セシムル為メ当地ニ於テ既ニ

運動ヲ開始シ当地露国領事ニ盡力シアリトノ風説アリ、諸種ノ情報ヲ総合スレハ清暦二月十日

〔西暦 3月 28日〕前後鄭家屯ニ置テ挙兵ニ関スル蒙古各王ノ会合アルモノノ如シ（注 18）

以上の資料からみると、3月 9日にまずダルハン王が奉天に到着、翌日にはア王とビント王も

合流して、モンゴルに向かうことになっていたようである。ちょうど袁世凱が中華民国大総統に

就任した日のことである。「露兵護衛」「軍資金及ビ武器ノ供給ヲ露国ヨリ受ケタル約束調ヒタル

モノノ如ク」という記述に見られるように、これらの行動はロシアの支援を受けたものだった。

つまり、ア王は、ロシア側と軍資金と武器にかかわる交渉をしていたと推測できる。ロシアとの

交渉の結果は不明であるが、3月末にモンゴル王公たちは「挙兵」に関する会合をしようとして

いると、日本陸軍高山大佐に把握されていた。

この二つの資料をつきあわせると、ア王は、一方では袁世凱の「蒙古代表」として振舞いなが

ら、もう一方ではモンゴル独立への準備を進めていたと考えられる。

同じ時期に、彼は、ラマ僧セトバルジルを「外モンゴルの独立を取消」すための宣撫使として

派遣するように袁世凱に紹介した。セトバルジルの秘書だった葉木薊栄［1987］の回想録によれ

ば、ア王は袁世凱に対して、セトバルジルは「世渡りが上手である上、また大清堪布喇嘛の身分

をもっているため」外モンゴルへ行かせてもよい人物だと紹介したという。こうしてセトバルジ

ルは、「袁世凱の密使」として 3月末にハルビンを経由してモンゴルへ向かい、5月 19日付の 

「建議書」をボグド・ハーンに上奏することになった。次章で述べるとおり、その「建議書」の

内容は、実は外モンゴル独立の取り消すという袁世凱の意思を伝えるものではなく、内外モンゴ

ル独立にかかわるア王の考えを示すものであった。

このように、1912年 3月のア王は、多角的な交渉を同時に進行させていた。以下、一方では

ボグド・ハーン政権へナサンアルビジフを派遣し、さらに、ア王旗内で軍事訓練を行い、モンゴ

ル王公を集めるように尽力してことと、セトバルジル・ラマを派遣した意図について、それぞれ

検討することにしたい。

3.2.　ボグド・ハーン政権への帰服
1912年 3月 31日に、アマルリングイ王旗の閑散王公であるナサンアルビジフは、ナランゲレ

ル王（ホルチン左翼中旗の閑散王公）、ボヤンツォグ王（ゴルロス後旗のジャサク（旗長）王公）

と共にボクド・ハーン政権の内務省に帰服文を提出している。この帰服文では、辛亥革命をめぐ

る動向について「漢族が結託して騒ぎを起こし、われらがモンゴルを抑圧して黄教〔ラマ教のこ

と〕を滅ぼそうとしてきた」と記した上で、次のように書いている。
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 光緒三二〔1906〕年、ハルビンに赴き、われら南モンゴルのハイサン公、メイレン・アムガラ

ン、さらにロシア官吏ヒトロボォーらと面会し、黄教およびモンゴル諸部を末永く確固たるも

のとすべく尽力することを協議し、早急に御前に至り、オチルダリ・ボグド〔ボクド・ハーン〕

に救済を托そうと決意した。〔中略〕現在、ボグド・ハーンがモンゴル諸部を憐れんでお救い

になり、独立国家となってわれらモンゴルの威力を高める時が到来したので、満漢の時代の終

焉は明らかと思われる。内部で対立して争い、殺し合ううちに、天命がすでに革まったことを

聞き知り、われらの最初の信念に適ったため、本旗のザサグ・ボドロゴトイ親王アマルリング

イ、ダルハン旗ウンドゥル王〔ナランゲレル〕の長子輔国公ヤンサンジャブ、次男タイジ・セ

ルハワンジル、ゴルロス旗ザサグ・タイジ・ボヤンツォグらと面会し、モンゴル興隆のことを

協議した。私ナサンアルビジフがかねてから心に抱いていた想いと少しも異なることはないと

確信する。私は勇気が湧き、われら南モンゴルの王、ザサグ、貝勅・貝子・公〔モンゴルにお

ける王公一族の爵位〕の貴族ら、および聖俗の皆は聞いたこと全てに手を合わせ崇拝し喜ばな

いものはいない（注 19）。

この場合のダルハン旗ウンドゥル王とは、ダルハン旗ザサク王ではなく、閑散王公である。ダ

ルハン王、すなわちザサクのナムジルセレンは当時日本の主導する満蒙独立運動にかかわってい

たが、ここでは閑散王公の長子輔国公がア王とともに外モンゴルに帰服したわけである。

この帰服文において「満漢の時代の終焉」が説かれていることは、注目に値する。前述したよ

うに、モンゴル王公聯合会の選択肢としては、皇帝退位までは君主制を維持するという選択肢が

あり、皇帝退位後も新たに「満蒙独立」を図り「宣統皇帝ヲ以テ満蒙皇帝ト為サン」とする方向

性があった。しかし、ここでア王やナサンアルビジフらは、満洲族についても「時代の終焉」を

感じたとして外モンゴルのボグド・ハーン政権に帰服しているわけである。それは、彼らが宣統

帝を擁立しての「満蒙独立」という方向性を放棄したことを意味した。ただし、ロシア官吏ヒト

ロフとも面会していることは、外モンゴルがロシアの強い影響力のもとにあったことを示唆して

いる。

この帰服文は、1912年 4月 8日に、ボグド・ハーン政権の内務省からボグド・ハーンに上奏

された。4月 9日付のボクド・ハーンの勅令では、ナサンアルビジフを軍務省次官に任命し、さ

らに爵位として貝子銜を加えた。これは、ボグド・ハーンが帰服文を受けいれたことを意味する。

内務省はこの勅令についての書簡を、4月 23日付でナサンアルビジフとジリム盟の王公たちに

送った。

ちょうどナサンアルビジフの帰服文が提出された後、5月 10日〔共戴 3月 24日〕に、ゾスト

盟のグンサンノルブ王に派遣された特使チョグバダラホとグンサンノルブ王の叔父らは帰服文を

提出している［中見 2013 : 152］。この帰服文は、1912年 5月 13日〔共戴 3月 27日〕に、ボグド・

ハーン政権の内務省からボグド・ハーンに上奏された。その翌日にボクド・ハーンの勅令ではグ

ンサンノルブ王を「四盟の内務大臣」（dürben ciγulγan no kereg-i erhilen šidgehü said）と任命し、
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彼の爵位を郡王から親王に昇格させるとした。そして、次に 5月 21日〔共戴 4月 5日〕にグン

サンノルブ王と内モンゴルの東四盟・フルンボイル地域に対して、特使チョグバダラホとナサン

アルビジフを通じてこの勅令を送った（注 20）。ボグド・ハーンとしては、グンサンノルブ王の

動向に期待をかけていた可能性がある。

このように、内モンゴルの有力な王公は次々と帰服を表明した。これに対して、ボグド・ハー

ン政権は 1912年 5月 19日〔共戴 4月 3日〕付で内モンゴル六盟宛にボグド・ハーンの勅令を伝

える内務省の書簡を下した。そこには、次のように記されている。

 内務省の書簡  

南部境域安撫大臣ナサンアルビジフへ  

外務省など四つの省へ  

シリンゴル、ジリム、ゾスト、ジョウダ、イフジョ、ウランチャブ盟〔内モンゴルの 6盟〕の

長へ　アラシャン親王、ゾスト盟の大臣親王〔ボクド・ハーン政権から下した爵位〕グンサン

ノルブへ送った。  

現在、南部境域のモンゴル人は民族、宗教という点から次々と帰服し続けているが、漢族と境

界を接して混住していることを思うと、彼らのことでわたしの心は安らぐことはない。よっ

て、土地の状況を知り、皆の支持を得たことを考慮して、南部境域を防衛し、皆の危惧を拭い

去り鎮めるために特にナサンアルビジフを早急に派遣することとする（注 21）。

内モンゴル諸王公の帰服を受けいれて、「南部境域」、すなわちモンゴル地域を袁世凱政権から

軍事的に解放し、「防衛」しようとしているわけである。これにより、外モンゴルに成立したボ

グド・ハーン政権と内モンゴル諸盟が協力して挙兵する体制を整えようとしたと理解できよう。

ただし、そこにはいくつかの不安定要因も存在していた。書簡では上の文章に続けて、ナサンア

ルビジフに「二十あるいは三十の兵を同行させよ」と記しながら、兵の徴募に関しては「彼〔ナ

サンアルビジフ〕が自ら適宜決定せよ」として、援軍を外モンゴルから送るのではなく内モンゴ

ルで自ら兵士を集めることを求めている。また、「彼〔ナサンアルビジフ〕の所属旗にベルダン

銃一千丁を授けよ。帰還する際には一千の精兵を連れ戻れ」として、武器供与の意向は明らかに

しているものの、はたして「ベルダン銃一千丁」が袁世凱政権に対する「挙兵」に十分な武器で

あったかどうかは疑わしい。ここに見られるような消極性は、ボグド・ハーン政権の実力の乏し

さを表すものとも考えられる。

ア王が、ナサンアルビジフを派遣した後に、セトバルジル・ラマを派遣したのは、このような

実情を確認し「長期的な戦略」を話し合うという目的であったと思われる。ア王は、一方ではこ

のようにボグド・ハーン政権と交渉しながら、他方では旗内での独自の軍事訓練も同時に進めて

いた。
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3.3.　軍事訓練の実行
1912年 3月 9日、アマルリングイ王は、旗官王尚忠（注 22）に「兵備全権」を委ねて「一万

人の兵を準備」するように命じた（注 23）。旗官たちは、ア王の指示のもとで熱心に軍隊訓練を

していた。そのことは以下の史料から推定できる。

 昨年時局紛糾ヲ来スヤ、博王旗ハ武器ヲ執テ起タントセシモ準備ナカラン為メ、暫ク天下ノ形

勢ヲ観望スルトナリ王ハ一方袁世凱ノ部下ノ如ク装ヒナカラ、他方ニ於テ急キ兵備ヲ整フルコ

トニ決シ、印君（注 24）以下皆王ノ命ヲ奉シ、目下専心兵備整頓ニ熱中シツツアリ、今次ノ

計書ハ新ニ一千名ノ壮丁ヲ訓練シ之ヲ旧式兵ト合シテ二千名トナスニ在リ・・・（注 25）

日本側の残した資料なので、兵備については日本側の観測を交えて事実を過大に評価している

可能性もあり、かならずしも事実を正確に伝えているとは限らないものの、「一方袁世凱ノ部下

ノ如ク装ヒナカラ、他方ニ於テ急キ兵備ヲ整フル」というア王の微妙な立場については、先にも

記したようにボクド・ハーン政権への帰服文を 3月末に提出していることから正鵠を射た観察で

あると判断してよいだろう。

また、5月頃には、日本から銃を買っていたことが以下の史料からわかる。

 昌図城ハ蒙古博王旗下ニ属シ同地ニハ東西両地局アリテ従来専ラ徴税ノ事ニ該リ居ル次第ナル

ガ、近来西地局長ハ蒙古ノ為ニ何事カ画策シツツアルモノノ如ク、数日前蒙古ヨリ兵九十来着

奉天清和公司前董事原口聞一ガ日本ヨリ輸入シタル（総数、六百挺）銃器ヲ以テ目下切リニ同

兵ノ訓練中ニテ、尚引続キ同城内ニ於テ兵教育ヲ為ス筈ナル上曰西局長ノ談話ニ有之矣  

右ハ目下小康ヲ得ツツアル際甚奇異ノ感ニ堪ヘザル次第ナルガ東部蒙古中最有力ナル博王ガ北

京ニ於ケテ袁世凱ニ優遇サレツツアルニ當リ、他方ニ於ケテ此挙アルハ聊注目ニ値スルモノト

思料被致矣（注 26）

このように日本側は、ア王が北京で「袁世凱ニ優遇」される状況にありながら、他方で日本か

ら武器を輸入して軍事訓練を行っていることを把握していた。

こうして軍事訓練を進める一方、旗官の中にはボグド・ハーン政権に帰服しながら内外モンゴ

ルの独立を目指すという構想に疑問を抱く者もいた。それはボグド・ハーン政権がロシアという

外国の影響下にあることを懸念するものだった。たとえば、次のような旗官の声が伝えられてい

る。

 外蒙古ノ独立ハ極メテ賛同ニ値スルト雖モ其露国ノ後援ヲ特〔ママ〕メルニ至リテハ之レ真ノ

独立ニ非ス吾人ハ蒙古族ヲ以テ自治独立ノ道ヲ講セサル可ラス（注 27）
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このように、軍事訓練の進行にともなって「蒙古族」の「自治独立」を求める機運も高まり、

袁世凱政権に従属し続けているのはもとより、ロシア影響下のボグド・ハーン政権に帰服するの

では「真ノ独立」たりえないのではないか、ということであろう。以下に記すとおり、ボグド・ハー

ン政権への使者セトバルジルは、表面的には袁世凱政権から独立取り消しのために派遣されたも

のでありながら、実際にはこうした旗官の見解をふまえて「真ノ独立」を呼びかけたものと考え

られる。

3.4.　「セトバルジル建議書」の射程―内外モンゴル統一行動を目指して
1912年 5月、セトバルジルがイフ・フレーに到着し、ボグド・ハーン政権へ建議書（注 28）

を提出した。

セトバルジル（三喇嘛、1867-1936）、漢語名鲍志庭）は、オーハン旗のザサクダカシン（達克

沁）王の五人息子の中で三番目の息子であった。また、上述したように、その兄弟は皆 1891年

の「金丹道事件」で殺された。16～17歳の時に博王（アマルリングイ王の祖父第二代博王ナラ

スを指す）の紹介でチベットに勉学に行き、ダライラマより「堪布」と称された［葉 1987 : 

192］。

セトバルジルがイフ・フレーへ行く前の情況について、日本の外務省の史料では、「三喇嘛ノ

名ヲ「ソオタンバラジョアル」ト呼フ、オーハン旗人ニシテ三月二十六日奉天二着シ、卓哩克図

親王、風林、烏喇嘛等ト会見セリ、其言動曖昧ニシテ表裏アリ、袁ノ犬カト判断セラル、彼ハ三

月三十日哈爾賓二向ヘリ其用務明ナラス」と記している（注 29）。

この史料から見ると、セトバルジルは 1912年 3月 26日に奉天に到着し、3月 30日に奉天か

らハルビンに向った。セトバルジルが奉天で会見した人物の中で、ジョルグト（卓哩克図親王）

王はジリム盟の有力な閑散王公であり、君主制支持者であった。烏喇嘛も君主制主張者として日

本軍側から重要な人物と見なされていた。風林は、宋社党の指導者の一人であり、「満蒙独立」

運動を主張する粛親王の親戚であった。

セトバルジルが 5月 11日（旧暦 3月 25日）にフレーに着いた当初は、ボグド・ハーン政権か

ら歓迎されていたようである［葉 1987 : 193］。また、ボクド・ハーン政権の内務省の官吏ハイサン、

セレンチメドらと会見していたことも確認できる［ナワンナムジル 1946］。

セトバルジルの建議書では、「小生は六盟の代表として派遣されたため、責任は軽くない」、「内

モンゴルの全権代表である親王ア〔アマルリングイ〕とこの独立に関してじっくり協議した。親

王アは、『ボグド・ハーンに跪拝し、諸才能のある人と面会し、良い判断を聴いて長期的な戦略

を決めて下さい』と言って、小生を貴府に使わせた」と述べ、まず自分が袁世凱政権の代表とい

うよりも、内モンゴルの六盟の代表であることを示そうとしていた。

そのうえで、「古代から我がモンゴル人は、仏教を信じ、仏教の教え以外に救うものはどこに

もないと思ってきた。特に内・外モンゴル人は、誠実な信仰の立場から、ボクドジェブツンダム

バ・ホトクト・ハーンは心体言を上げて現世と来世を示したため、その救いに含まれることを
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願って、変わることなくハーンを信じた」と述べ、ボグド・ハーン政権への賛意を表し、信仰の

立場からもハーンを信じてきたと語る。3月 31日に博王旗のナサンアルビジフの提出した帰服

文でも、ア王がボグド・ハーン政権を恭順の意を表していたことから見ると、このような記述は

当然のように思われる。

次に、内モンゴルのモンゴル族の追いつめられた状況を、以下のように述べている。

 内モンゴルの各盟は、緊迫した状態になる日を目前にしている。あるいは、北のいくつかの盟

〔外モンゴル〕が国になったら良い、南の盟〔内モンゴル〕は関係ないと思っている、とでも

いうのか。自分のアイマク〔族〕も保護しないのであれば、なぜ国を創りモンゴルを救うとい

う本意に合うであろうか。つまり、モンゴルを被害にあわせたと同じようなものだ、オオカミ

から逃げたが、虎の口に追いこまれたということと同じである。満洲人の奴隷から抜け出した

が、外国の牛と馬のようになるだろう。モンゴルはかわいそうである。今のところ漢人の内地

では、お互いに平定するため、軍隊は北へ向けられていない。間もなく〔漢人の〕軍隊が攻め

て来たら、内モンゴルをどうやって保護するか考えられていない。

この文章では、どのような困難が生じても、内外モンゴルへの統一運動をすべきだということ

を訴えているといえる。すでに記したように、ア王は、内モンゴルで王公会議を計画し、「挙兵」

の準備を進めていたので、ボグド・ハーン政権に統一運動をすべきことを訴えていると解釈でき

る。ここで漢人の軍隊はまだ北に向けられていないと記しているが、この場合の漢人の軍隊は、

袁世凱政権の軍隊を指すものとみることができよう。引用部分に続けて「今内モンゴルでは、奇

跡的な軍隊が天から降りてきて、私たちを救ってくれないかと日夜願っている」とも記している

が、この場合の「私たちを救う」とは袁世凱という漢人政権の支配から救うという意味だと解釈

できる。

ここまで記した部分は、帰服文に応えて南部境域を「防衛」することを説いたボグド・ハーン

政権の立場とも一致するものであった。しかし、この建議書は、ロシアを含むあらゆる外国勢力

の影響から脱し、一致団結する必要にも説き及んでいた。以下の部分である。

 　今私たちは国として成り立つため、全面的にロシアを信じている。〔しかし、〕もしも他の諸

国がロシアに対して「いつモンゴルをあなたに分けたのか、あなたが取ったものをなぜ私たち

が分けてはいけないのか」と批判したら、ロシアはモンゴルを保護することを中断するか、他

の国と平等に分割するだろう。さらに、古代から他の人の力を信じて政治体制をつくることの

害はそれ以上ないと言われる。何故かと言うと、他人にあなたの国を創ってあげた功がある以

上、それにどうやって報いるのか、必ず自分の土地を分けてあげる以外にないからでる。もし

もいつか関係が悪くなった時に、彼らの力で創った国だからということで占領したとしても頭

を下げて従うしかない。  
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　一匹の馬も使わないで、モンゴル全体が奴隷になり、死んでも埋める場所がなくなる。これ

を論じないでよいのか。水に入ってから、舟を補修しても間に合わない。

このように、建議書は、外モンゴルがロシアの影響力を脱することを説いているわけである。

もしも外国の力を借りて独立すれば、独立後もその外国の意向によって支配されてしまうという

論理は説得的である。しかし、この建議書は、ボグド・ハーン政権の怒りを買い、セトバルジル

は国外に追放されることになった。日本側の史料では、この点を次のように描いている。

 又曩ニ民国総統袁世凱ヨリ活佛勧降使トシテ派遣セラレタル東蒙昭烏達盟敖漢三喇嘛〔セトバ

ルジル〕　ノ如キハ、随員五十餘名ヲ従へ西伯利鉄道ニ依リ儀仗堂々庫倫〔イフ・フレー〕ニ来

込シタルモ、独立政府ハ活佛ノ会見ヲ拒絶シ退去ヲ勧告シ、其ノ聴カサルニ及ンテ蒙古警察兵

ニ依テ強硬退去ヲ命シ騎馬ニテ恰克図「キャフタ」　迄護送シ放逐シタリ、然ルニ該喇嘛ハ途中

淹留シ未タ帰還セス（注 30）

この史料から見ると、セトバルジルらはボグド・ハーン政権の警察兵によって強制的に退去さ

れたことがわかる。秘書だった葉木薊栄の回想録では、「騎兵は駅まで後から付いていたため、

殺されるかと怖かった」と記述している［葉 1987 : 194］。上の史料でもうひとつ重要なのは、 

「該喇嘛ハ途中淹留シ未タ帰還セス」という記述である。つまり、この電報情報からみると、セ

トバルジルは 7月 22日の時点ではまだ北京に帰っていなかったことがわかる。葉の回想録では、

は 8月 2日（旧暦 6月 20日）に袁に報告に行ったとされる［葉 1987 : 194］。

あらためてセトバルジルの建議書を検討すると、そこでは、袁世凱の意向にしたがって独立の

取り消しを求めるのではなく、袁世凱政権に対して明確に批判的な立場をとっていることがわか

る。この建議書の主張の主眼は、中華民国はもちろん、ロシア・日本からも独立したモンゴルア

イマク（族）の国の樹立であったといえる。ただし、その内容は、ボグド・ハーン政権に実質的

に影響力を及ぼしていたロシア人にとってはとうてい受けいれがたいものであっただろう。それ

では、ボグド・ハーン政権の中枢を占めていたモンゴル人は、これをどのように受けとめたのだ

ろうか。その内心を正確に推し量るに足る史料は管見の限り見出せておらず推測の域を出ないも

のの、仮にセトバルジルの建議に共鳴するところがあったとしても、結局、袁世凱を利すること

にしかならない、非現実的な提案として退けた可能性が強い。その後、翌年の一月にボグド・

ハーン政権は、内モンゴルに軍隊を派遣し、内モンゴル王公とも協力しながら一時はその大部分

を制圧したが、ロシアが袁世凱政権との関係悪化を懸念して撤兵を要求したために、内モンゴル

から撤退することになった。さらに、1912年 7月 8日に「第三次日露条約」では、両国は内モ

ンゴルにおける勢力範囲を確定し、また、1913年 10月にロシアと中華民国が「中露条約」を締

結して、それぞれモンゴルにおける勢力圏を確定した。他の諸国がロシアに対してモンゴル分割

を要求したならばロシアはそれに応じるだろうと記した、セトバルジルの建議書に予言したとお
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りの事態が生じたといえる。

4.　軍事訓練の中止

アマルリングイ王は、5月に入ると袁世凱政権と軍事的に戦う考えを示していた。前記の 1912

年 5月 17日付の『モンゴリン・ソニン・ビチグ』の記事では続けて、以下のように書いてある。

 ア王〔アマルリングイ〕が近い日に送ってきた文書では「我がモンゴル・アイマグは結局民国

と権益を闘争しなければならない。長なる公であるあなたは、各旗から武器を購入するための

一万両のお金を会議の場所〔昌図〕に送ってくるよう宣布してください、ロシアから五千丁の

銃を買うことにしたい」と記している。

この史料で「あなた」とはジリム盟の盟長を指す。すなわち 5月初め頃、ア王は、ジリム盟の

盟長に各旗から武器購入のために一万両の資金を送るように頼んだ。ジリム盟の盟長は、その依

頼通りに、指示を出したようである。その様子について、日本側では次のように観察を示してい

た。

 従来ノ状況ヨリ察スレバ昌図ハ蒙古独立運動ノ策源地トナリ居ル模様ニ有之、且同地ニハ東西

両蒙古地局アリテ蒙古王及其眤近者ノ往来モ頻繁ニシテ、所謂宋社党一派ノ計画ヲ探知スルニ

ハ是非共此方面ニ注意スル必要有之候、然ルニ従前ノ通同地警察官出張所ニ一名ノ巡査ヲ配置

セルノミニテハ、到底右ニ関スル情況ヲ窺知スルヲ得サル次第ニテ甚遺憾ニ存候ニ付、當分ノ

内同地方ニ相當ノ邦人密偵ヲ配置致度候問、特別ノ御取計ヲ以テ機密費ヨリ毎月金百五拾円ノ

額（内金五十円手當金百円旅費見積）臨時御支出御詮議相成様致度此殷及禀請候（注 31）

ア王の拠点である昌図は「蒙古独立運動ノ策源地」となり、「蒙古王及其眤近者ノ往来モ頻繁

ニシテ」緊迫した状態になっていたことがわかる。今にも挙兵が起こるかもしれないという状況

で、日本側も「密偵」増員を要求するなど神経を尖らせていた。しかし、かれは、5月末に軍事

訓練など独立に向けた行動を突然中止したようである。そのことは以下の史料から推測される。

 従来北京ニ於ケル阿親王（即チ博王）ノ態度ト昌圖ニ於ケル有力ナル家臣等ノ懐抱スル意見ト

ノ間ニハ大ナル齟齬ヲ示シ居レリ而シテ此齟齬ハ彼等臣僚ノ説明ニ依リ親王ノ真意ヲ窺知セシ

ムルニ最モ有力ナル材料タリシナリ、葢シ彼等臣僚ハ既ニ屡々報告セシ如ク生〔ママ〕命ニ依

リ武器ヲ購入シ既ニ一部軍隊ノ訓練ニ着手シタリ、然ルニ五月末北京ヨリ歸来セル富勒琿 

（注 32）ノ談ハ従来彼ノ洩ラセシ口吻ト別人ノ如ク貌変セリ、之レ豈ニ阿親王ノ意思変化ヲ示

スモノニ非サランヤ  
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歸来富勒琿ハ邦人某ニ語テ曰ク、中央政府ノ施設ハ袁ノ敏活ナル決断ニ寄レテ著ク進捗シ共和

ノ基礎漸ク鞏固タラシトス、外蒙及西蔵ノ独立ノ如キ不可能ニ終ルハ言フ待タサル所ニシテ、

新聞紙所報ノ如キハ固ヨリ信スルニ足ラス、世人ニ多ク新聞紙ニヨリテ外蒙古カ露国ノ援助ニ

依リテ独立ヲ遂行シ得ルナラシト信スト雖モ、予ハ断シテ独立ノ可能ヲ信セス、早晩中央政府

ノ威令振興セハ蒙蔵共ニ独立ヲ取消シ、民国ノ班ニ入ルヘシト思惟ス、宋社黨ノ活動ノ如キ果

シテ何事カナシ得ヘキ云々、又王尚忠カ過日更ニ我二十二年武器ヲ購入セシトテ之ヲ富ニ諮リ

シニ、富ハ此ニ同意セス、東三省都督ハ目下東部蒙古王公ノ武器購入ニ關シ非常ニ注意シ一々

之ヲ中央政府ノ〔ママ〕電報シツツアルハ、此際危險ヲ冒スハ宜シカラストテ王ノ言ウ斥ケタ

リト（注 33）

上記の史料からみると、ア王は、5月末に武器の購入及び、独立に向けた行動を中止し、中華

民国への帰属を選んだと読み取ることができる。また、「之レ豈ニ阿親王ノ意思変化ヲ示スモノ

ニ非サランヤ」という表現は、日本側の諜報機関にとってもあまりに唐突な挙兵中止が驚きだっ

たことを物語る。もっとも、挙兵に関わる情報が日本側に筒抜けだったことを考えれば、日本人

向けにあえて偽りの情報を流して「挙兵」の準備が外に洩れる可能性を恐れていたという可能性

もある。しかし、その後、8月にウタイが「東モンゴル独立宣言」をして、中華民国の軍隊と交

戦したときにもア王が加わらなかったことを考えるならば、単なるカムフラージュだったとも思

えない。

その中止の理由について、まず武器・軍資金の調達難しかったことが考えられる。さらに、記

事的な記事から読み取れる時系列を考えれば、セトバルジルがア王の使者として派遣されながら、

ボグド・ハーン政権から追放されたことを想起すべきだろう。セトバルジルが北京に戻るのは 8

月のことだが、ボグド・ハーン政権との交渉が不首尾に終わったことそれ自体は軟禁状態からの

解放後すぐに伝わっていたとしても、不思議ではない。かくしてロシアからも中華民国からも独

立した、モンゴル独自の国を築くという構想は、宙に浮いた状態になってしまっていた。ボグ

ド・ハーン政権への帰服が、ロシアの影響力のさらなる浸透をもたらすものでしかないとした

ら、さしあたって中華民国にとどまって他日の独立を期すべきだと考えたのではないかと推測さ

れる。9月になってセトバルジルが日本陸軍に語った内容によれば、「今ノ蒙古人ノ無力低能ナ

ル外力ノ支持スルニ非サルヨリハ以テ一日ノ独立ヲ維持スルニ足ラス」としてボクド・ハーン政

権への幻滅を語る一方で、袁世凱のことを「狡慧」なる「老袁」と評しながら「活佛老袁共ニ最

後ノ勝利者タルヘキニ非ス」として「支那ハ結局豆剖爪分シテ列強ノ覊絆ニ入ランノミト」と評

している（注 34）。ロシア、日本、中華民国、さらに欧米列強が角逐する状況の中で、内外モン

ゴルの統一と独立という課題の実現はほとんど絶望的な様相を呈していたことがわかる。
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5.　おわりに

イフ・フレーにおけるモンゴルの独立宣言の後、アマルリングイ王は、内モンゴルへ派遣され

革命派への弾圧に努めていたが、内モンゴルにおける軍事訓練を強化しようともしていた。そし

て、辛亥革命後に設立されたモンゴル王公聯合会で指導的な立場につきながら、「蒙古独立」あ

るいは「宣統皇帝ヲ以テ満蒙皇帝ト為サン」と主張していた。しかし、清朝皇帝の退位後には、

袁世凱への支持を余儀なくされた。さらに、ア王は、2月 25日に北京駐在のモンゴル王公に「袁

總統之蒙古代表」として推薦され、袁世凱に服従したかのように見えた。

しかし、本稿の検討によって浮かびあがってくるのは、この服従は見せかけのものであり、モ

ンゴル独立運動を準備するための時間稼ぎという性格が強いということである。その根拠は、ア

王が 3月から 5月にかけて挙兵のためにロシアや日本から軍資金や武器の購入をすすめ、軍事訓

練を進めていたことである。また、3月末には、彼は外モンゴルのボクド・ハーン政権に旗内の

閑散王公ナサンアルビジフを派遣して、帰服の意思を表している。ボクド・ハーン政権はこの帰

服を受けいれて、4月 23日にナサンアルビジフを軍務省次官に任命、さらに 5月 19日には「南

部境域安撫大臣」に任命して内モンゴルへ派遣した。すなわち、ボグド・ハーン政権はナサンア

ルビジフに内モンゴルを漢族から防衛する役割を担わせた、ということである。ただし、兵士や

武器についてはごくわずかしか供与せず、内モンゴルの王公たちが自らそれを調達することを求

めた。同じ時期、ラマ僧セトバルジルが使者として、ボクド・ハーン政権のもとに赴いた。セト

バルジルの役割は、表向きには袁世凱から派遣されて外モンゴル独立の取り消しを求めるという

ことだったが、実際にはア王ら内モンゴル王公の意図を伝えるために派遣されたという側面を

もっていた。セトバルジルの建議書では「今内モンゴルでは、奇跡的な軍隊が天から降りてきて、

私たちを救ってくれないかと日夜願っている」として、ボクド・ハーン政権が内モンゴルを含め

ての独立を達成するために派兵することを求めていた。しかし、同時にそれだけでなく、独立に

際して外国勢力への依存は結局その外国による支配につながるとして、ボクド・ハーン政権がロ

シアの影響下からも独立することを求めた。ボクド・ハーン政権がロシアの影響下にあることへ

の危惧は、ア王の部下たちも「露国ノ後援」のある以上は「真ノ独立」にあらずとして、「蒙古

族ヲ以テ自治独立ノ道ヲ講セサル可ラス」と語っていた。

このような建議書を提示したセトバルジルは「袁の犬」として拘束され、外モンゴルのボク

ド・ハーン政権から追放された。ボグド・ハーン以下、モンゴル人の首脳がそれをどのように受

けとめていたのか。論理としてはもっともだが、現状においてはロシアの力に頼らざるをえない

というプラクティカルな判断に基づくものである可能性もある一方、もともと形式的に袁世凱政

権からの使者であったこともあって、真に「袁の犬」として思い込んでいた可能性もある。この

セトバルジルの建議書が受けいれられなかったことを知ったためだろう、ア王は 5月末には挙兵

の準備を中止している。かくして、辛亥革命を契機として内外モンゴルを統一しながらモンゴル

の独立を果たそうとする試みは頓挫することになるのである。



48 布日額：辛亥革命前後のモンゴル独立運動と内モンゴル王公

今後の課題としては、ひとつには日本とのかかわりという問題がある。日本の陸軍軍人は中国

東北部への自らの影響力を浸透させるために川島浪速らの宗社党の運動を支援し、退位させられ

た宣統帝を擁立し、満洲族とモンゴル人を担い手とする「満蒙独立運動」を展開しようとしてい

た。内モンゴル王公の中には、グンサンノルブ王のようにこの運動に期待をつなぐ者もいた。本

論文では日本側の資料に大きく依拠することになったが、日本側の資料がどのような立場で記さ

れたものであるかを明確にするためにも、この点について今後の課題として取り組んでいくこと

としたい。

注
（1） 『モンゴリン・ソニン・ビチク』（1909-1919）とは、清朝領内に発行されて初のモンゴル語の活字新聞である。

詳しくは、ブレン［2012］を参照。
（2） この二人は、博王旗の官学堂に招かれた教師として勤めていたが、後述するように、日本陸軍側に情報を提

供する役割も果たしていた。なお 1910年に小川庄蔵が編集した『日漢対照蒙古会話』という辞書は参謀本部
から出版されている。

（3） 趙爾巽（1844-1927）、1911年 3月～1912年 2月、東三省総督。
（4） 郭孝成「蒙古起義清方當案」（故宮檔案館）『辛亥革命』（史料集）（七）、p. 292-317。
（5） ナサンアルビジフは、アマルリングイ王の曽祖父の兄の孫である。光緒 26（1900）年に輔国公の爵位を継承

している。
（6） 「鄭家屯二於ケル蒙古王公ノ会合ニ就テ」（関東都督府陸軍参謀長星野金吾から外務次官 男爵石井菊次郎殿）

1912年 2月 6日、アジア歴史資料センター・レファレンスコード：03050166900。
（7） 同上。
（8） 「博王旗金殿彩ノ時事談（参謀本部在四平衛守田大佐報告）1912年 6月 7日、アジア歴史資料センター・レファ

レンスコード：B03050167300。
（9） 「清国革命動乱ノ際蒙古独立宣言並ニ清国政府ニ対シ行政ニ関スル要求一件」（伊集院公使から内田外務大臣

宛）1911年 12月 30日、アジア歴史資料センター・レファレンスコード：B03050662300。なお、橘［2011］で
も、同史料を利用して北京駐在のモンゴル王公について論じているが、ラマ教について論じた部分は省略さ
れている。

（10） 「諜報ノ件報告（関東都督府陸軍参謀長星野金吾から外務次官男爵石井菊次郎殿）」1912年 2月 6日、アジア
歴史資料センター・レファレンスコード：B030501669。

（11） 当時の北京駐在のモンゴル王公の実態については、不明なところが多い。中見は清朝民政部が調査後に作成
した文稿（1910.9-1910.2）を根拠に提示した「駐京」ないしは「在京」（すなわち「駐京」でないが、北京に「王
府」を構える）モンゴル王公の名前を 27名挙げている［中見 2013 : 79-80］。このことから、ここでアマルチ
ンゲルトが言う、当時北京駐在のモンゴル王公が 22～23名という数字は妥当と思われる。

（12） 年班制度とは、毎年旧暦 12月 15日から 25日の間に北京に到着し、清朝皇帝に拝謁する制度である［金海（他）
2009 : 250］。

（13） 『大公報』は 1902年に発行された原文中国語の新聞である。和訳は引用者による。創刊人の英剣之（1866-
1922）は満州族の人で、君主制主張の人であったという［贾晓慧 2002 : 13］。

（14） 現在、この人物の詳細については特定できていない。
（15） 「哲里木盟各旗王公ノ態度」（関東都府陸軍参謀部諜報）1912年 1月 14日、アジア歴史資料センター・レファ

レンスコード：B03050662300。
（16） MYYTA. фA3-D1-XH347-H56,中見 2013 : 152.
（17） 「清国革命動乱ノ際蒙古独立宣言並ニ清国政府ニ対シ行政ニ関スル要求一件」、在北京多賀少佐から参謀本部

次長宛電報、1912年 3月 11日、アジア歴史資料センター・レファレンスコード：B03050662400。
（18） 同上。
（19） MYYTA.фA3-D1-XH347-H17.この史料と注 19の史料は、橘［2011］に利用されたものである。しかし、橘は
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ゴルロス旗を中心に述べており、筆者と着目点と解釈の重点は異なっている。筆者は、原文を読んだ上、橘
が省略した部分にも着目した。なお筆者はこの史料と注 19, 26の史料をモンゴル国科学アカデミー歴史研究
院のチョローン氏経由で読ませていただいた。この場を借りて謝意を表したい。

（20） MYTA. фA3-D1-XH11. pp. 3-5と 78-82. 中見は、ボクド・ハーン政権からグンサンノルブに下さしたこの命令
について言及していない［中見 2013 : 153-154］。

（21） YTA. фA3-D1-XH11.
（22） 博王旗の管理章京であり、日本語を話せる人物という（「博王旗調査資料」1913年 5月 3日、アジア歴史資

料センター・レファレンスコード：B03050662400）。管理章京とは王ザサク（王府）の内務処の官職であり、
ザサク（旗長）と協力して、財政や税金などの仕事をする。

（23） 「清国革命動乱ノ際蒙古独立宣言並ニ清国政府ニ対シ行政ニ関スル要求一件」（在旅順星野少尉から参謀本部
次長宛）1912年 3月 22日、アジア歴史資料センター・レファレンスコード：B03050662400。

（24） 印君とは、旗ザサクの協理タイジのことを指す。協理タイジはザサクが留守の時は、代理とし、旗政治を行
う権利がある。

（25） 「昌図ニ於ケル蒙古人ノ近況ニ関スル報告進達ノ件」（総領事落合外務大臣から小爵内田康哉殿）1912年 6月
8日、アジア歴史資料センター・レファレンスコード：B03050692900。

（26） 「蒙古兵訓練ニ関シ報告ノ件」（在鐡嶺領事寿田寛花から外務大臣爵内田康哉宛）1912年 5月 24日、アジア
歴史資料センター・レファレンスコード：B03050167100。

（27） 「時局ニ関スル王尚忠意見」（在奉天総領事落合謙太郎から外務大臣爵内田康哉宛高山大佐次長宛）1912年 4
月 23日、アジア歴史資料センター・レファレンスコード：B03050167000。

（28） Daiqin qamba sedbaljur-un bicig. 1912. ШУА-ийн Түүхийнхүрээлэнгийн гар бичмэлийн сан Хөмрөг 2. Д1. ХН. 700.
（29） 「蒙古王及ラマノ行動」（在四平衛陸軍歩兵大佐守田利遠 奉天総領事落合謙太郎宛）1912年 4月 16日、アジ

ア歴史資料センター・レファレンスコード：B03050166900。
（30） 「諜報ノ件報告」（関東都督府陸軍参謀長星野金吾外務次官倉地鐡吉殿）1912年 7月 22日、アジア歴史資料

センター・レファレンスコード：B03050694300。
（31） 「機密費支出方禀請ノ件」（領事寿田寛義から外務大臣子爵内田康哉宛）1912年 5月 14日、アジア歴史資料
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